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平成２２年度第２回大垣市男女共同参画推進審議会 

 

平成２２年１２月２１日（火）午後５時から、平成２２年度第２回大垣市男女共同参画

推進審議会を大垣市役所２階第１会議室において開催した。 

その次第は次のとおりである。 

 

○議 題 

 １ 会長選任 

２ 今後の男女共同参画推進施策について 

  （１）ワーク・ライフ・バランス推進方策案（最終とりまとめ）について 

  （２）男と女のかがやきまちづくり表彰候補者について 

３ 報告事項 

  （１）第３次男女共同参画プラン改定に伴う市民意識調査・企業実態調査について 

  （２）男女共同参画フォーラムの開催について 

 

○委員の出欠 

出席委員 12 人 

会    長  木 村 隆 之      副 会  長  佐 藤 延 子       

委   員  傍 島 香 織      委    員  木 曽 義 尚 

委   員  竹 中 元 子      委   員  濱 田 早 苗 

委   員  山 中  穰       委   員  後 藤 容 子 

委   員  戸 田 輝 美      委    員  奥 野 理 香 

委   員  服 部 昭 彦      委   員   坂  忠 男 

 欠席委員 3人 

  委   員  鈴 木 雅 雄      委   員  菱 田 耕 吉 

  委   員  村 上 智 通 

               

大垣市 

かがやきライフ推進部長   河 内 雅 善  

まちづくり推進課長     市 川 正 志 

男女共同参画推進室長    清 水 千鶴子   

男女共同参画推進室推進係長 脇 坂  浩 

男女共同参画推進室推進係  川 瀬 あおい 

 

○ 司会  審議会 まちづくり推進課長 市 川 正 志 
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○ 議長  副会長         佐 藤 延 子 

○      会長         木 村 隆 之 

 

○ 大垣市男女共同参画推進審議会記録 

 

 大垣市男女共同参画推進審議会（午後 5時 00 分～ ） 

＜かがやきライフ推進部長あいさつ＞ 

 

司 会（市川課長） 

 （審議会進行についてはじめに説明） 

過半数の委員さんにご出席いただいておりますので、本審議会は、成立しておりますこ

とを、ご報告いたします。審議に先立ちまして、斎藤会長の後任として、新たに岐阜経済

大学学長のご推薦により木村教授が委員となられましたので、ご紹介させていただきます。 

木村委員は、現在、岐阜経済大学経済学部の学部長として、また、岐阜経済大学理事とし

てご活躍されておられます。 

それでは、これより、議事に入ります。なお、審議会規則第 3 条第 3 項により、会長が

不在のときは副会長がその職務を代理するとありますので、佐藤副会長に議事の進行を 

お願いいたします。 

 

議長（佐藤副会長） 

それでは、会長が選任されますまで、議長を務めさせていただきます。本日審議内容で 

ある男と女のかがやきまちづくり表彰について、審議を行う前に皆さんにお諮りしたいと 

思います。表彰候補者を審議する際、決定するまでの意思形成過程における情報は、

公開することにより、公正、公平性が保てないと考えられる場合は、非公開と

することができます。例えば、候補者が複数であったり、個人情報に関することであった

りですが、そのような場合でも、この審議会では、委員の皆様からは忌憚のないご意見を

いただきたいと思いますので、大垣市情報公開条例第６条第５号の規定により非公開扱い

とすることを協議したいと思いますが、いかがでしょうか。非公開とすることに賛成の  

委員の挙手をお願いいたします。 

 

＜挙手多数＞ 

 

 賛成多数により、一部非公開といたします。本日の傍聴希望者はありません。本日の  

議事録署名者は戸田委員と、坂委員にお願いします。 

それでは議事に入ります。議題１ 会長選任についてですが、今年、８月末日をもって 

退任されました、斉藤会長の後任が不在でしたので、新たに会長の選任をお願いします。
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選任につきましては、審議会規則第３条第１項の規定により委員各位の互選となっており

ますが、いかがいたしましょうか。 

 

木曽委員 

 木村隆之委員にお願いしたいと思います。 

 

服部委員 

 その前に、任期途中で会長が退任された時は、どのようにするのか条例ではどうなって

いますか。 

 

事務局 

 審議会規則により、会長が不在の場合は副会長が補佐するとなっておりますが、審議会

において新たに会長が選任された時は、この限りではないとなっております。 

 

議長（佐藤副会長） 

 では、木村委員を会長にということに意義のない委員は拍手をお願いします。 

 

＜拍手＞ 

 

議長（佐藤副会長） 

 賛成多数ですので、木村委員に会長をお願いします。就任のあいさつをお願いします。 

 

木村会長 

 ただ今、会長に選任いただきました木村でございます。前任の斎藤先生から後を引き継

いで欲しいとの強い申し出を受け、また、斎藤先生を送り出したものとしては、責任を持

って引き受けたところであります。大学では経済学部の部長をさせていただいております

が、研究面での専門分野は経済政策、労働経済論であります。労働問題の視野から経済論

を考えるものであります。労働者を生活者と捉え、トータルな意味で幸せ、豊かさを実現

していく学問であると考えております。その中で、男女共同参画、ワーク・ライフ・バラ

ンスというのは、勤労者の豊かさ、幸せを実現していくために重要な価値のあるテーマで

あると思っております。審議会は新しいこの重要な価値を普遍的な共有できる価値へと広

めていくために果たす役割が大きいと思います。男女共同参画、ワーク・ライフ・バラン

スの推進に少しでもお役にたてればという思いでおります。不慣れではありますが、皆さ

まのご協力を得て進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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議長（佐藤副会長） 

 それでは、会長が選任されましたので、議長を交代させていただきます。 

 

議長（木村会長） 

 それでは、只今より議長職を執ります。議題２（１）ワーク・ライフ・バランス推進方

策案の最終取りまとめについて専門部会の佐藤部会長より説明をお願いします 

 

専門部会長（佐藤副会長） 

 資料１にしたがって説明をさせていただきます。ワーク・ライフ・バランス専門部会に

は企業の方がいらっしゃいまして、企業と市との連携を重点に話し合いをしまして、最終

案をまとめましたので、専門部会の部会長として報告をさせていただきます。 

 重点事項として、企業において仕事と家庭の両立のために、企業の方からの支援が欠か

せませんので、その取組を促進するというのが挙げられました。さらに、子育ても重要な

問題でして、これについては様々な問題を抱えております。そこで、多様なニーズに対応

できる子育て支援をさらに拡充していく必要があります。次に、男女共同参画によるまち

づくりを揚げております。広い意味で、国から地方自治体、あらゆる場所に向けて展開さ

れていることですので、大垣市でも重点的に取り組んでいくということであります。 

 重点事項１について、日本の社会のこれまでの課題でありまして、様々な法律が整備さ

れてまいりまして、雇用機会均等法、育児介護休業法、次世代育成支援対策推進法などの

法整備が進んでまいりましたが、大垣市内の企業におきましては、先進的に取り組まれて

おられる企業もありますが、全体的には大きな進歩があるとは言えない状況にあります。 

経済状況の低迷、男女の役割分担的な意識が残っているとも考えられます。女性の仕事へ

の取組が重要ですが、男性の働き方も問題でして、長時間労働が慣行的に続いているとこ

ろもありますし、仕事と家庭の両立支援に対する取組も大切で、大垣市としても最重点課

題で、プランにも掲げておりますが、意識啓発に取り組むということが重要です。 

 次に主な取り組みとしまして、情報提供のための企業訪問をキャンペーンとして行うこ

とを揚げております。１番目に、市の事業の情報提供、２番目に国の関連する事業や制度

をＰＲ、長時間労働の見直し、男性の育児休業の取得率アップ、ノー残業デーの推進につ

いてＰＲします。３番目に、岐阜県では子育て支援に取り組んでいる企業を登録するとき

や、事業主行動計画を策定する場合のアドバイザー派遣事業を行っていることのＰＲをし

ます。４番目に、まちづくりボランティア情報サイトの立ち上げを検討する。５番目に、

働く人、一般市民向け情報誌発行です。ワーク・ライフ・バランスの普及、啓発や表彰企

業の紹介、子育て体験記等を掲載していきます。 

次に取り組み２、現在も行っている事業である男と女のかがやきまちづくり表彰の充実。 

次に取り組み３、ワーク・ライフ・バランス推進会議の設置については、先進的な取り

組みをしている企業、取組を始めようとしている企業と行政の意見交換の場を設定します。
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推進会議の構成は、表彰企業をはじめ賛同団体によるものとします。また、女性のロール

モデルによるネットワークづくりをしていきたいと思います。 

次に取り組み４、企業連携事業の推進ですが、なかなか難しいとは思いますが、企業と

連携し、仕事と生活の調和の実現ために何ができるかを企業の方と考えていきます。企業

に向けて、アドバイザーの派遣、出前講座講師派遣をしていきます。 

 次に重点事項の多様なニーズに対応した子育て支援を掲げております。支援サービスを

望む声が高いので、働くための両立基盤を行政として確立する積極的な取り組みが必要で

す。大垣市子育て支援総合計画に沿って環境整備を総合的に進めます。また、子育て支援

ポータルサイトの充実、ファミリーサポート支援事業の充実、子どもや高齢者が安心して

過ごすことができる居場所づくりをさらに進めるために、地域における活動に男女がとも

に参加するよう呼びかけ、家庭の日、まるごと土曜学園のような事業の充実に努め、男性

の子育て意識の醸成を図ります。 

 次に重点事項の男女共同参画によるまちづくりですが、今までも行ってきたものですが、

子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方の選択ができるような社

会の実現を目指し、市民、事業者との協働により効果的な取り組みを進めます。主な取り

組みとしまして先ず、女性人材リストの整備ですが、女性の活躍を望む場合は先ず、女性

の人材の情報把握が必要ですので、すでに活躍されている人はもとより、人材を育成し、

更に参画を促すことが必要だと思います。次に、男女共同参画推進モデル地域実践支援事

業の推進です。地域での男女共同参画意識の啓発と人材育成を図るため、各校下単位で行

う男女共同参画モデル地域実践支援事業の支援の充実に努めます。次に、男女共同参画交

流拠点の整備検討ですが、交流拠点を整備することによって情報交換がしやすくなるので

はないかということで、必要性の検討をしてはどうかということなどをまとめました。  

この案についてお諮りをいたします 

 

議長（木村会長） 

 精力的に話し合いをしていただきまして、今回が最終報告となります。みなさんから  

積極的なご意見をいただきたいと思います。 

 

木曽委員 

 事業主行動計画につて説明をお願いします。 

 

事務局（清水室長） 

 一般事業主行動計画というのは、次世代育成支援行動計画が厚生労働省の方で３０１人

以上の企業の事業主に対して、平成２１年４月１日以降から策定して届け出るよう義務付

けされました。そのことを指しております。その普及と、１０１人以上の企業についても

平成２３年４月１日以降は義務化されますので、そのＰＲもさせていただきます。 
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木曽委員 

 次に、ロールモデルの意味を教えてください。 

 

事務局（清水室長） 

 自分から見て、先ゆく女性の形と言うことで、例えば中間管理職や管理職、また管理職

ではなくても、見本となるような方々を言います。先ゆく人ということです。 

 

議長（木村会長） 

 男女共同参画という理念に照らして、先進的な役割を果たしている人ということですね。 

 

木曽委員 

男女共同参画交流拠点についてどのようなものなのか説明をお願いします。 

 

事務局（清水室長） 

 男女共同参画交流拠点を設置するということにつきましては、研究段階にあります。  

男女共同参画センターというのは、一般的には女性団体や市民の方々の交流の場、各種情

報提供、女性相談機能をもった施設です。 

 

服部委員 

 ふれあい会館にある県の男女共同参画サロンの大垣市版ということですか。 

 

事務局（清水室長） 

 さようでございます。人が配置されていて、利用される方の活動に対してコーディネー

トする人がいて、女性相談機能があり、情報提供ができるというものです。大垣市におい

ては現在、スイトピアセンターに男女共同参画サロンを設置しておりますが、貸室のみと

なっておりまして、登録をされた団体には無料で部屋を貸し出しております。そのあり方

を男女共同参画の拠点整備と併せて検討していきたいと思います。 

 

木曽委員 

 モデル地域というのは各校下でつくるのですか。指定された地域は大変ですね。今まで

でも様々なことが地域にはあって大変ですし、指定するのが団体であれば分かるのですが、

地域となると大変ですね。男女共同参画推進モデルとなりますと不透明で、どう取り組ん

でいいのか悩みます。 

 

事務局（清水室長） 
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 昨年度は東連合自治会と一部三城地区を中心として指定して事業に取り組んでいただき

ました。今年度は北連合自治会を中心とした北地区を指定し事業を行っていただいており

ます。 

 

木曽委員 

 実績はあがっていますか。啓発活動くらいならできると思いますが。考えておられるの

は、啓発活動が中心ですか。 

 

事務局（清水室長） 

 今までの実績としましては、まず最初に推進委員会とその中に実行委員会を立ち上げて

いただきまして、地域での課題と何に取り組んでいったらいいかということを話し合って

いただきまして、年間の事業計画を立てていただいております。 

 

事務局（河内部長） 

 地域の事業では女性の参画がまだ少ないので、今まで行っていただいている既存の事業

に女性に参画していただきたい。地域の中で女性の発言の場を多く持っていただくことが

ねらいです。そして男女共同参画社会の実現を目指していただきたいと思っております。 

 

木曽委員 

 そういう内容でしたら、可能ですね。 

 

議長（木村会長） 

 この報告については市長の方に報告することになります。交流拠点や、モデル地域など、

それぞれが男女共同参画推進にとって有効な組織であることはわかりますが、どのように

するとよりいいのか、議論すべき点は多々あると思います。市長へ報告したうえで、これ

からも委員への意見徴収もしていただきたいと思います。 

 

木曽委員 

 モデル地域の取組報告はいただいてますか。 

 

事務局（清水室長） 

 第１回審議会の際に東地域の報告書をすでにお渡ししております。 

 

服部委員 

 新しい事業ということではなく、今までも行っている事業の充実ということですね。 
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事務局（清水室長） 

 さようでございます。 

 

坂委員 

 男女共同参画交流拠点ですが、国際化、多文化共生も含めて広義な意味でのものと捉え

ていいですか。 

 

事務局（清水室長） 

 男女共同参画は総合政策でして、多文化共生についても包括しております。男女共同参

画プランの中には多文化共生も含まれております。 

 

事務局（河内部長） 

 男女共同参画プランの中には含まれておりますが、広義に捉えて、多文化共生も男女共

同参画センターに一緒にというのは今後の検討課題であると思います。 

 

議長（木村委員） 

 男女共同参画交流拠点というのは何かの目的、例えばまちづくりを目指して男女が共に

参加しながら共生するためにはどうするといいのか等、活動内容やどういうものを包括し

ていくのかも含めて今後の検討課題になると思います。 

 

山中委員 

 女性の活躍というのは、時代に応じて活躍してきましたが、地域でモデル地域事業を  

受けるということになりましたら、市からの具体的なものに応じてやっていくということ

です。大企業でも市の方でも、女性の活躍の実現がなかなか難しいです。中小企業もこれ

からはやっていこうと思いますが、取り組んでいるところは表彰するとか、試行錯誤しな

がら、何が問題であるかを考え、地域の方でも女性の活躍を願っております。 

 

木曽委員 

 ファミリーサポートセンターはどこにあるのですか。 

 

事務局（清水室長） 

 社会福祉協議会にあります。市からの委託事業です。 

 

服部委員 

 企業出前講座に講師派遣とありますが、職員を派遣するということですか。 
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事務局（清水室長） 

 職員に関わらず、目的にあった専門的な講師を派遣いたします。 

 

議長（木村会長） 

 的確な重点課題が挙げられていると思います。 

 仕事と家庭の両立については企業との関わりがありますし、二番目の子育てについては

福祉、教育と密接な関わりがありますし、まちづくりも男女共同参画というキーワードだ

けでくくれる課題ではありません。様々な分野と関わりを持ち、重要性を訴えながら具体

化に向けて、関係部局、関係者等と調整を図り、審議会がどのような役割を果たしていけ

るかということでまとめたいと思います。我々は熱心に審議するということも併せて、  

市長に報告させていただきたいと思います。 

  

事務局（清水室長） 

 １１月から既に企業訪問をしております。その際に持参していく資料がありますので、

後程ご覧ください。 

 

議長（木村会長） 

 ほかにご発言がないようでしたら、今日のご意見、今後の具体化については審議会とし

て役割を果たしていきたいとの決意を添えて市長に報告してまいりますのでご了解くださ

い。 

 次に、議題２男と女のかがやきまちづくり表彰候補者について審議をいただきます。先

ず、個人・団体の部につきましてご審議いただくのですが、木曽委員は利害関係者となり

ますので、ご退席いただくようお願いします。 

 

＜木曽委員退席＞ 

 

 傍聴者の方はいらっしゃいませんので、選考委員の服部委員から結果の説明をお願いし

ます。 

 

服部委員 

 去る１２月１０日金曜日大垣市役所において平成２２年度男と女のかがやきまちづくり

表彰の選考委員会に出席しましたので、結果を報告いたします。その審議内容についてい

ずれの団体、事業者とも表彰するに相応しいと思われますので、その旨ご報告いたします。

選考内容につきましては資料２のとおりでございます。個人団体の部は大垣人権擁護委員

協議会ペープサート啓発部会、事業者の部はタカケンサンシャイン株式会社でございます。

詳細につきましては事務局の方から説明をしていただきます。 
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事務局（清水室長） 

 それではご説明をさせていただきます。この表彰は平成１８年度から実施しておりまし

て、これまでに８団体１個人の方を表彰しております。今年度は８月１日の広報等を通じ

て、募集を行っておりましたが、自主的な応募はございませんでしたので、市役所の全所

属に推薦の依頼をしましたところ、この団体、事業者について推薦がございました。それ

で、先日の選考委員会でご了承をいただきましたので、本日の審議会にお諮りいたします

ので、よろしくお願いいたします。資料に表彰事務処理要綱と選考基準を添付しておりま

すので、説明については省略させていただきます。資料２をご覧ください。大垣人権擁護

委員協議会ペープサート部会は、平成１１年９月、大垣人権擁護委員協議会の有志３０人

程度で設立された人権啓発活動のための部会でございます。人権の世紀といわれる２１世

紀にあって、物質的な豊かさを追い求め、心の豊かさが大切にされない風潮や他人を思い

やる心が薄れ、自己の権利のみを主張する傾向が見受けられる現在、このような状況が様々

な人権侵害を発生させる要因の一つといわれております。また、子どものいじめの問題や、

「男性とはこうあるもの」「女性とはこうあるもの」という社会的、文化的な性差の思い込

みをなくすため、子どもの頃から男女平等教育の大切さを学ぶことが求められております。

大垣市人権擁護委員協議会ペープサート啓発部会では、平成１１年の設立以来、未来を担

う子供たちを対象に、人権の大切さを伝えるため、ペープサートによる人形劇を西濃地域

の小学校などで上演し、積極的な人権啓発活動を展開されております。また、子どもたち

との交流を通し、いじめの問題や男女の性差の問題などに触れ、対話による人権思想の啓

蒙活動も行っております。ペープサート部会の創作劇は、脚本から舞台装置、舞台衣装な

どすべて会員手作りによるボランティア活動として実施されています。最近では西濃地域

の学校関係者はもとより全国の人権関係者からも注目を浴び、人権の研修会や男女共同参

画関係などから講演の依頼があり、平成２１年度の上演回数は約２８回、平成２２年度の

上演回数は約３０回を数え、各年度とも対象者３千人を越えております。こういったこと

で推薦されました。参考としましてペープサート啓発部会の活動状況、人権創作劇の様子

の写真を添付しております。以上が大垣人権擁護委員協議会ペープサート啓発部会の推薦

理由でございます。 

 

議長（木村会長） 

 では、個人・団体の部につきまして表彰の提案のご意見、ご質問等をお願いします。 

 

＜異議なし＞ 

 

 では、ご異議がないようですので、個人・団体の部につきましては、大垣人権擁護委員

協議会ペープサート啓発部会を推薦させていただきます。それでは、木曽委員にはご入室
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いただきます。 

 

＜木曽委員入室＞ 

 

議長（木村会長） 

 それでは次に、事業者の部につきまして事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（清水室長） 

それではご説明させていただきます。タカケンサンシャイン株式会社は、大垣市に本社

を置きクリーニング業を行っておられます。直営店、取次店は、愛知県、岐阜県、京都府、

大阪府あわせて１７００店舗を有しておられます。昭和４５年から企業内託児所、タカケ

ン保育園を設置し、女性が活躍できる職場づくりや次世代育成支援の優良企業として取り

組みが評価されております。平成１４年度には厚生労働省のファミリー・フレンドリー企

業表彰岐阜労働局長賞を受賞されております。平成２０年２月岐阜県子育て支援企業登録

再登録をしておられ、平成１７年７月一般事業主行動計画も策定しておられます。女性の

能力活用・職域拡大、 家庭生活とその他の活動との両立支援、その他、男女が共同して参

画することのできる環境づくりのすべての項目に該当しております。企業内託児所の取り

組みとしまして、常時、正規保育士４人を配置し、工場の操業日にあわせて運営されてい

ます。預かる子どもは、正規社員はもとより季節従業員、パート、アルバイトの従業員の

子、孫などを受け入れておられます。また、地域貢献として近隣企業の従業員の子どもの

受け入れ環境も整えておられます。土曜日や夏休みなどには、学童保育も実施されており、

現在、就学前の子ども１０人、学童保育８人が利用されています。女性が働きやすい職場

環境づくり、長時間労働縮減の取り組み、男女ともに育児休業、介護休業が取得しやすい

環境づくり、子どもの看護休暇、子育て中の親の短時間勤務制度などを整備し、特に女性

従業員が子どもを育てながら働き続けられる職場環境づくりに取り組んでおられます。参

考２に市内事業所内保育所設置状況と、タカケンサンシャイン株式会社の保育施設内の写

真を添付しております。以上でございます。 

 

議長（木村会長） 

 では事業者の部で、タカケンサンシャイン株式会社を推薦することにご意見のある方は

お願いします。 

 

＜異議なし＞ 

 

 ご異議もないようですので、事業者の部につきましてはタカケンサンシャイン株式会社

を推薦することとします。 
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 以上で議題につきましては終わりまして、次に報告事項をお願いします。先ず、（１）  

第３次男女共同参画プラン改定に伴う市民意識調査・企業実態調査についてお願いします。 

 

事務局（清水室長） 

 それでは資料３をご覧ください。第３次大垣市男女共同参画プラン策定に伴う市民意識 

調査・企業実態調査についてでございます。５年に１度実施しておる事業でございまして 

来年平成２３年度に実施する予定でございます。事業の概要は、先ず市民アンケート調査 

を実施いたします。調査対象は大垣市在住の２０歳以上の男女それぞれ１，０００人、抽 

出方法は年齢層別無作為抽出法、調査方法は郵送による配布、回収でございます。また市 

民の皆様からの意見聴取を行うためにワークショップを開催いたします。企業実態調査に 

つきましては調査対象は市内事業所２００社、抽出方法は前回平成１７年度と２０年度に 

実施しました調査先を基に選定をいたします。調査方法は郵送による配布、回収。ヒアリ 

ング調査は３０社程度予定しております。この事業は特定政策課題大学連携調査研究事業 

で委託を予定しております。調査内容は前回の調査を基に、最近の国や県の調査との整合 

を図るとともに、男女の生き方や働き方、また男女共同参画社会づくりの意識変化、行政 

への要望等について調査を実施してまいります。スケジュールとしましては、アンケート 

調査を平成２３年７月～８月頃に予定しておりまして、これによって変わってくるとは思 

いますが、審議会への中間報告を平成２３年１２月頃、最終報告を平成２４年３月頃に予 

定しておりますのでご報告いたします。 

 

議長（木村会長） 

 ただ今の報告事項について質問等ございましたらお願いします。 

 

服部委員 

 調査内容について、前回のものがあれば教えていただきたいです。 

 

事務局（清水室長） 

 調査報告書がありますので、後程ご覧いただきますようお願いします。主には、男女の

平等の地位についてですとか、行政に対しての要望などです。 

 

服部委員 

 前回が５年前ですので、調査内容も変わってくるのではないかと思います。５年前とい

いますと、まだワーク・ライフ・バランスについてそれほど注目されていなかったのでは

ないでしょうか。 

 

事務局（清水室長） 
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 仕事と生活の両立支援という項目は既にありましたが、今後更に充実させていこうと思

います。 

 

木曽委員 

 同じ項目は続けていただきたいですね。 

 

事務局（清水室長） 

 意識の変化が分かるような調査にしたいと思います。 

 

議長（木村委員） 

 調査の内容については改めて報告していただきたいと思います。 

 次に報告２の男女共同参画フォーラムの開催について事務局からお願いします。 

 

事務局（清水室長） 

 ＜平成２２年度男女共同参画フォーラムについて説明＞ 

 

議長（木村委員） 

 では、以上で本日の議事を終了させていただきます。なお、本日の審議内容のうち非公

開としました表彰につきましては、審議内容を公開されませんようにお願いいたします。

なおその関係の資料につきましては、事務局の方で回収させていただきます。 

 長時間にわたり、審議にご協力いただきましてありがとうございました。 

 

 

 

 

以上、会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するため、ここに署名する。 
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